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はじめに

　中国東三省は義和団事件の際にロシアの，日露戦争の際にはロシア，日本の

侵略を受け，当時，この地域における清朝の主権は大きく脅かされていた．こ

うした事情を背景に，清朝は光緒三十三年（1907），それまでの盛京将軍によ

る東三省の軍政支配を改め，関内各省と同様に総督，巡撫を頂点とする行政機

構をこの地域に設けた．初代総督徐世昌，及ぴ第二代総督錫良のもとで，東三

省地方権力は混乱を極めていたこの地域の内政再建に着手した。そうした内政

再建政策の一つとして筆者が注目したのが，旧奉天省公権カによる在地勢カの

組織化であった．

　日露戦争後の混乱期に，東三省の中心的な地域であった奉天省の公権カがそ

の統治機構を再構築し，地方の末端にまでその支配を確立していくためには，

まず，在地勢カの協カを得ることが必要であった・その背景には，地方官の

r本籍廻避」が行われていたために，奉天に赴任した清朝官吏のほとんどが他

省の出身であり，任地の実情に必ずしも明るくなかったという事情があった。　　　’

そこで，滴末の奉天地方権カは省内各地の有カ者を諮議局，議事会，董事会等

の「地方議会」，「地方自治会」のもとに組織し，こうした「地方自治的」な機　　　　．

関を通して，在地勢カを公権カに協カさせていく体制の確立を図ったのである・

一方，奉天の在地勢カもこうした「自治機関」設立の動きに積極的に呼応した．

彼らは省の政治に対して発言権を獲得し，さらに，公権カを後盾にその在地支

配を一屑強化していくことを期待したのである。辛亥革命が起こり，奉天省に
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おいても反清運動が激化すると，他省出身の清朝地方官が独カで省内の秩序を

維持していくことは極めて困難な情勢となった．そこで，清朝の奉天地方官は

地方の実情に通じた諮議局議員等の協カを求め，奉天地元有カ者が清朝地方官

を補佐するという形で省の行政に直接関与し始めた．奉天統治の一翼を担うこ

ととなった奉天地元の有カ者は，ここで省の地方官僚としての地位を築き始め

たのである。民国成立後，奉天出身の地方官僚は中央政府派遣の地方官のカを

次第に凌駕し，やがて張作霧，張学良政権の中枢を支えていく存在にまで成長

した．さらに，その一部は「満洲国」の成立の際にも重要な役割を果たしてい

ウたのである・このように，清末からr満洲国」の時代にいたるまでの奉天近

代史を研究していくうえで，この地域の「在地勢カ」の動向を分析することは

重要な課題であると言えよう1）．

　ここで問題となる点は，r在地勢カ」，あるいはr在地有カ者」という語の内

容である．確かに，清末以降の奉天地方政治はこの地方の「在地有カ者」の手

によって次第に動かされていった・しかし，こうした人物を地方のr有カ者」

たらしめていたその政治的，経済的，社会的な基盤とは何であoたろうか．例

えぱ，土地所有関係の間題から考えた場合，彼らをr地主」という範曙でとら

えることは可能であろうか・また，彼らはそれまでの清朝官僚体系とはどのよ

うに結ぴついていたのであろうか．彼らの受けた教育，あるいは彼ら相互の姻

戚，交友関係と言ったものはどのようなものであったろうか．本稿はこうした

閲魑を考察していくための一つの手掛かりとして，旧奉天省撫順の実カ者であ

った張家の場合について取り上げてみたい．張家はr家世々宮豪を以て聞ゆ」

と言われた奉天屈指の名家の一つであり2〕，清末の奉天同盟会の指導者張椿，

また後の張作霧，張学良政権，さらに「満洲国」の高官であった張喚相等の有

カ者を輩出したことで知られている・奉天における地主制の特質，この地域の

有カ者と清朝，日本との関係をはじめとして，近代中国東北地方の歴史を研究

していくうえでの幾つかの重要な問題が，張家の歴史を探るなかで浮き彫りだ

されてくるであろう．
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1張樒について

　辛亥革命時の各省における反溝運動，独立運動の様子をまとめた『辛亥革命

回憶録』という書物の中に「辛亥革命与張椿」・という一文がある．この文章は，

奉天における反清運動の指導者であった張椿の足跡，及ぴその家族の歴史につ

いて非常に興味ある事実を記している三〕筆者である秦誠至は張家の内情に詳

しく通じており，文章の内容から推察すると，張椿の姉，張桂のまわりにいた

人物であったらしい4）．日本の陸軍士官学校第十九期学生（大正15年10月入

学，昭和3年7月卒業）の名薄の中に奉天出身の秦誠至という学生の名前があ

るが5），恐らくこれと同一人物であろう．後述するように，撫順の張家と日本

の陸軍士官挙校とは浅らかム因縁があウた．

　なお，張椿については『革命人物誌』等のなかにもまとまった記載があり6），

また，最近公刊された辛亥革命時の構案類のなかにも，張椿に関する記述をい

くつか見出すことが出来る7）．こうした史料をも参照しつつ，奉天の「同盟

会」指導者であった張椿とは如何なる人物であったかを，まず論じていくこと

にしよう．

　（1）張椿の家系

　張椿は光緒十年（1884）に撫順の漢軍鍵黄旗人の家に生まれた・張家は代々

清朝の太祖ヌル・、チの陵墓である福陵の守護の任に当たっていたという8）。漢

軍旗人とは漢人でありながら，溝朝の八旗旗籍に編成されていた者である・そ

の多くは清朝の入関以前，遼東の地で清朝のもとに投降した明朝の漢人兵士や

農民の子孫であったという9〕．張家の祖先はもともと山東省歴城県の出身であ

ったというが10〕，なぜ漢軍旗人に編入されていったのか，その経緯は明らかで

ない．清朝は漢軍旗人に対し旗人としての特別な保護を与えていた．しかしな

がら，清朝異民族支配のもとで彼らの置かれていた位置は微妙であった・漢族

は漢軍旗人を清朝異民族の配下と見なし，他方，満洲族は旗人であっても漢族

である彼らに対し強い警戒の念を抱いていたという．つまり，時として，漢軍

旗人は満洲族，漠族の双方から疎外される存在であったと言えよう11）．張椿が
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　　　　反清運動に身を投じていった背景には，彼が漢軍旗人であったということが影

　　　　を落としていたのかもしれない．辛亥革命時の東三省総督超爾巽，諮議局議長

　　　呉慶漆，諮議局副議長衰金鎧，奉天選出資政院議員王玉泉をはじめとして，奉

　　　　天の実カ者にはこうした漢軍旗人の身分を有する者が多かうたユ2）・

　　　　張樒の父，張欽善は広寧府で三陵倉官を務め，その任官中にかなりの蓄財を

　　　　行っていたらしい・退官後，張欽善は奉天城内に広大な邸宅を買い求めている．

　　　秦誠至の言己述によれぱ，張家は西豊県に40方（約19，200畝）の畑，奉天城西

　　　　の二か所に一千余拘（約10，O00畝）の低地（注地），さらに通化県に一つの焼

　　　鍋（醸造業），新濱（興京）と撫順にそれぞれ糠桟（穀物間屋）を有していた

　　　　というユ3）・これほど広犬な面積の土地を有していたことからも，張家が相当な

　　　資産家であったことが分かる・また，張家が奉天地方経済の流通，金融の要と

　　　　して機能を果たしていた焼鍋，糠桟を有していたという事実は興味深い．

　　　　秦誠至の記述から張椿の家族関係をまとめたものが，表ユである．張欽善は

　　　第一夫人李氏との間に娘が数人いたが，秦誠至はこれらの娘については何も触

　　　　れていない．第二夫人宮氏との間には二男一女がいた．息子が張燥梧，張換椿

　　　　（後に張椿と改名），娘は張換桂（後に張桂と改名）である．張桂は奉天に初め

　　　　て設けられた女学校の教師をつとめ，弟張椿とともに奉天同盟会の重要な一員

　　　　として活躍した．張換栢（張椿の兄）は辛亥革命当時，奉天の賑務委員という

　　　　要職にあったと記されているが，彼の経歴はよく分からない．張換栢の五人の

　　　　息子のうち，第四子張国純は張挙良の援助で，後に日本の陸軍士官学校（第二

　　　十二期，昭和4年10月入校，昭和6年7月率業）に留学している14〕．

■　　　　一方，張椿の叙父（張欽善の弟）が張欽元であった．張欽元の二人の恩子が

　　　張燦相，張換橿である・張換橿についてはよく分からないが，張換相は奉天政

　　　界では著名な人物であった・彼は東三省総督趨爾巽に選抜され，ユ909年（明治

　　　42年12月）から1911年（同44年5月）まで日本の陸軍士官学校に留挙して

　　　　いた．彼の同期である第八期学生には，煕治く後に張学良政権下の吉林省政府

　　　委員，r満洲国」財政都総長，同吉林省長，宮内府大臣等を歴任），邪士廉（後

　　　　に張学良政権下の遼寧省政府委員，r満洲国」中央陸軍訓練処長等），子珍（後
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史料：「辛亥革命与張椿」、『辛亥革命回憶録』592頁より作成
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に張学良政権下の参議庁参議等），吉興（後に「満洲国」吉林省警備軍指令官

等），子国翰（後に張学良政権下の参議庁参議，r満洲国」鴨緑江採木公司理事

長等）等が，一期下の第九期学生（明治43年入学，・同44年11月退学）には

威式毅（後に張学良政権下の参議庁参議，r満洲国」民政部総長，同奉天省長，

参議府議長等を歴任）がいた15）．陸軍士官学校留学から帰国した後，張換相は

張作霧，張学良政権のもとで東省特別区行政長官等の要職を歴任し，「満洲国」

成立後は司法部大臣，参議府参議等に任じられた16）．薄儀の『わが半生』のな

．かにも，「満洲国」の時代や撫順刑務所に収容されていた当時の張換相の様子

が詳しく記されている1フ〕．

　なお，秦誠至は述ぺていないが，撫順の張氏には上記の他にも著名な人物が

いた一例えぱ，号の一人として張燦械がいる。彼は，清末に撫順から奉天諮議

局議員，辛亥革命後は奉天臨時省議会議員に選出されユ8〕，さらに，張燦楓丁

超等が1922年（大正11）に撫順に設立した「大同銀行」の経理等を務めた19）。

張樒，張換相等との具体的な姻戚関係は分からないが，この張換核なども撫順

の張氏一族であったと考えられる．

　このように，撫順の張家は滴末以後の奉天地方社会で大きな勢カを有してい

た．では，こうした有カ者の家に生まれた張椿がいかに反清運動に身を投じて

いったかを見てみることにしよう．

　（2）辛亥革命前の張椿

　張椿が本格的に反清運動に関わり始めたのは，勉学のために北京に赴いた二

十歳前後の頃のようである．棄誠至によれぱ，彼は十九歳で北京に新設された

外国語学校，謬学館に入学した．張椿はここで新学への傾倒を深めつつ，劉仲

舞，黄中慧，丁開璋といった天下の奇士と大いに交わったという20）・1904年に

回露戦争が起こり，東三省が日本，ロシアの両軍に占領されるという事態を迎

えて，張椿は北京から郷里の奉天に戻った．彼は日露両国の侵略に対し無力で

ある清朝に対し激しい憤りを示し，緑林（いわゆる馬賊）や地方の豪傑に呼ぴ

かけ，興京，海龍一帯で「関東独立自衛軍」という組織を結成したという21）。

『民国野史第二編』はこの組織について，「（張樒は）家を殴りて兵を募り，満洲
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独立を謀侶す．附すもの数万人」と記している22）、また一方で，彼はこの地域

の有力者である王閣臣とともに民間の郷村自衛集団であるr郷団」を組織した．

しかし，民間有カ者の武装化を恐れた清朝はこの郷団の解散を命じたという．　　　　’

張椿が興京，海龍一帯でこうした活動を展開したのは，秦誠至も強調している

ように，この地域に張家の経済的，政治的な基盤が存在したからであった23〕．　　　　・

　日露戦争後，北京に戻った張椿は「革命派」の出版活動等に深く関わった．

1905年，彼は呉機とともに北京駅頭において憲政考察出洋大臣暗殺未遂事件を

起こし，逮捕された24〕．この時，呉樹が壮絶な爆死を遂げたことは有名である．

上述の黄中慧は刑部郎中であった父の黄永思を通して25〕，官宙李蓮英に張椿の

助命を働きかけた・一方，張椿の姉張桂もやはり黄永思の伸介を頼んで，多額

の賄賂を李蓮英に贈った．季蓮英は西太后にr張椿は我が家の息子のような存

在（つまり，張の家は漢軍旗人であり，清朝三陵の守護の任に当たっていたと

いう意味）であり，年端もいかぬ少年故，許しては如何か」と進言したという．

皮肉なことに，張椿は漢軍旗人なるが故に助命され，天津刑務所に収容された．

ここで，天津の典獄長王紹臣（王少臣，あるいは王毒）は張椿の「革命」への

意気に大いに心を動かされ，二人は親交を結んだという．1908年夏，張椿は王

紹臣とともに天津刑務所から脱獄し，塘沽から船で日本に逃亡した．当時，従

兄弟の張換相が日本に留学していたことは，既に述べた通りである．この時，

姉張桂はあらかじめ王紹臣の母と妻に近づき，彼女らを天津から身の安金な奉

天に呼び寄せ，その生活の面倒を見ていたという．東京で孫文等の同盟会指導

部と合流した張椿は，引き続き，同盟会の奉天支部と密接な連絡をとり続け

た26）．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．

　（3）辛亥革命と張椿

　武昌における新軍の蜂起の後，関内各省があいついで清朝からの独立を宣言

するなかで，総督趨爾巽を頂点とする奉天地方権力は「奉天保安公会」という

暫定的な行政機関を設けた．会長には趨爾巽自身が，その幹都には有カな奉天

地方官，．諮議局議員等が就いたη）．混乱する省内各地の秩序を維持するために，

奉天地方権カは地元有カ者の協カを求めざるを得なかったのである．一方，辛
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亥革命の勃発とともに，張溶は東京から奉天に戻り，この地の同盟会を指導す

ることとなった28）・かつて清朝の五犬臣の暗殺を図って投獄され，また，孫文

をはじめと音る同盟会中央と東京で密接な関係を有していた彼が，奉天におけ

る反清運動の最高指導者に推されていったことは不思議ではない．

　奉天における反清運動の特徴は，当初，この地の同盟会が清朝に対する武装

闘争を控えたことであった・張椿等によれぱ，奉天における武装闘争の展開は

日本の千渉を招く恐れがあった。奉天同盟会指導部は新たに設立された奉天保

安公会内部で主導権を握り，武カを用いることなく，奉天省の独立を達成しよ

うとした29）。しかし，同盟会を代表した張椿は保安公会内都で参議部副部長と

いう地位を得たにすぎず，この計画は，結局，失敗した30）張椿は奉天官憲の

厳重な監視下に置かれた．『清代構案史料叢編　第八輯　東三省辛亥革命史料』

には，当時，張椿の動静を探づていた官憲の報告書が多数収められている31〕．

さらに，総督趨爾巽は張作霧の部隊を挑甫から奉天に呼ぴ寄せ，有カな同盟会

員であった新軍指導者，第二混成協統藍天蔚を奉天から放逐した32）．

　奉天保安公会が成立し，この地の反清運動が封じ込められていく状況のなか

で，この地の同盟会は張椿を会長にして，r聯合急進会」という組織を結成し

た．「聯合急進会」は奉天の革命運動を撞う中心的な機関としての役割を果た

し，復州，荘河等の各地で繰り広げられていた反清運動への支援を強化してい

った33〕．

　且統二年十二月，趨爾巽は張作霧等の部隊を動員して同盟会指導部を急襲し，

聯合急進会会長張椿，宝毘等の多数を殺害した．十二月五日の晩，張椿は保安

公会参議部総長蓑金鑓，同教育部副部長會有翼と奉天西康里の徳義楼で会食し，

その帰宅途中，張作霧の配下によって射殺された．張椿は時に28歳であった．

その目，張椿と張換栢の家は張作霧の部隊の略奪を受け，その被害は5万5千

3百余両にも上ったという34）。近年公刊された『歴史榿案』のなかには，張椿

殺害の状況を詳しく記した，張作霧から趨爾巽への報舎書が収められている35）．

　この時，関内に脱出した張桂は張椿の死を孫文，黄中慧等に伝え，甫京で張

椿追悼の会が挙行されたという1また，衆議院議員であった呉慶凍の計らいで，
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張桂は衆議院において張樒殺害の経過を報告した．一方，張桂は超爾巽，蓑金

鎧，張作霧を張椿殺害の件で高等法院に訴えることを試みたが，これは蓑世凱

の妨害によって阻まれたという36〕．

　（4）張椿にみる奉天在地勢カの台頭

　以上に示したように，奉天の反清運動指導者，張椿の生涯は極めて波潤に宮　　　　・

んだものであった．本稿は奉天における辛亥革命の経過，張椿の生涯について

詳細に論じることは出来ないが，張椿及び張家についての簡単な考察から，次

のような点を指摘するこξが出来よう．

　本来，清朝の制度のもとでは，地方の有カ者が公にその地方の行政に関与す

ることは許されなかった．しかし，筆者がかつて論じたように，遼陽の漢軍旗

人であった蓑金鑓はその在地支配カを背景に，清末から辛亥革命期の混乱期に，

奉天地方政界で強い勢力を築き上げていった．蓑金鎧は奉天の反清運動を弾圧

したr保安公会」の中心的な人物の一人であった37〕・その政治的立場は衰金鎧

と全く異なったが，張椿の歩んだ遣も，また，在地勢カの台頭という視点から

とらえることが出来よう．張椿は，清末の混乱期，同家の持つ経済カとその地

方社会における政治カを後盾にして，この地の反漕運動指導者に台頭していっ

たのである．つまり，「保安公会」，「聯合急進会」という二つの相対立した組

織の中核は，いずれも奉天地元の有カ者によって支えられていたことになる．

清朝からの独立をめぐって，両者の対立が激化していくなかで，それぞれの勢

カを率いた張椿，蓑金鎧等の地元有カ者は奉天政界におけるその政治的な力を

強化していったと言えよう．

　同時に，これら地方有カ相互の結ぴつきも見落とすことができない・例えぱ，　　　・

秦誠至の記述によれぱ，張家と曾有翼の家はかねてより犬変親しい関係にあっ

た．張桂を奉天に新設された女学校の教師として招いたのも，奉天教育界の実　　　　，

カ者，曾有翼であった．また，張椿殺害の計画を知った曾有翼は，あらかじめ

張喚栢には奉天からの避難を示唆していたという38）・さらに・政治的には対立

した関係にあったはずの，張椿と蓑金鎧の間もかなり緊密であった・『清代櫨

案史料叢編　第八輯　東三省辛亥革命史料』には，蓑金鎧から趨爾巽に宛てら
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れた手紙数通が収められている．そのなかには，哀金鎧がしぱしぱ張椿と密会

していたことが記されている．こうした会談のなかで，張椿は同盟会内部の事

情を哀金鎧に話していた39〕．それぞれの政治的立場は異なっていたにせよ・奉

天地元有カ者相互の緊密な関係は，彼らがこの地の政界で台頭していくうえで

の有カな武器となった．

　辛亥革命の混乱期，相互に対立や依存の関係をはらみつつ，奉天地元の有カ

者はこの地方の政治の表舞台にと登場していった・では，次に・こうした張椿

の反清活動を経済的に支えた，張家の経済基盤について考察してみよう．

2張家の経済基盤

　奉天同盟会の指導者，張椿が奉天，北京，東京の各地で活発な反清運動を進

めていくために，多額の資金を必要としたことは言うまでもない・そうした資

金のかなりの部分が張家の私的な経済カに負っていたことは，日露戦争時，張椿

が実家の経済カを背景に興京や海寵で「関東独立自衛軍」や郷団を組織したこ

とにも示されている．また，五大臣暗殺未遂犯として捕らえられた張椿の助命

のために張家が多額の賄賂を官宙李蓮英に贈ったこと，張椿殺害時に張家の受

けた損害が五万五千両以上にも上ったこと等の事実も，張家が相当な資産家で

あったことを裏付けている・こうした経済カを背景にしていたからこそ・張椿は

辛亥革命期の奉天地方政界で大きな政治カを有することが出来たのであった・

では，こうした張家の経済的な基盤とはそもそもどのようなものであったろう

か．

　前節に述ぺたように，張家は西豊県に40方（約19，200畝），また，奉天近

郊にも約10，000畝以上の土地を有していた。当時，西豊県の農家一戸が自足し

ていくために必要な土地が約80畝程度であったとするならぱ，張家の所有し

た土地面積が如何に広大であったかが理解出来よう40〕・こうした事実は・1928

年（昭和3）に天野元之助氏によって行われた調査によっても裏付けられている．

それによると，張家の一族であり，当時，東省特別区長官であった張換相は撫

順に1，200余晩（約12，000畝），吉林省樺句県に200余哺（約2・000畝）という
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広犬な土地を有し，その土地の評価額は実に45万元にも上ったという41）．張

作霧政権時代の奉天政治に詳しかった園田一亀氏は，張家を奉天屈指のr富

豪」，「素封家」と表現している42）．張家の経済的な基盤は，まず，こうした土　　　’

地所有にあうたと考えられる．では，張家はこうした土地をどのようにして獲

得し，犬地主としての地位を確立していったのであろうか．この間題を解く一　　　　’

つの鍵は，張家がもともと清朝三陵に所属した漢軍旗人であり，代々福陵の守

謹の任に当たうていたという点に存在しているようである．張家の経済基盤が

あったと言われる海龍，興京，西豊，通化等は，現在の遼寧，吉林省の境界に

接した地域である・そもそも，清朝の時代，この地域には後述のr龍脈」に関

わる清朝の封禁地や狩猟地が広く設けられ，一般人民がこれらの土地の業主権

を持つことは許されていなかった・単に，r地主」という語では表現しきれな

い。複雑な事情が張家の土地支配の背後にあうた可能性がある．

　（1）清朝の三陵について

　張家が属した清朝の三陵とはヌルハチの祖先四祖，ヌルハチ自身，ホンタイ

ジをそれぞれ葬った永陵，福陵，昭陵であり、各陵はそれぞれ興京近郊の啓運

山，奉天，撫順近郊の天柱山，隆業山に位置していた43）．三陵は陵墓と各陵に

付属する三陵荘園，、窪柴官旬地三陵禁地から成っていた．三陵荘園は三陵の

祀典に供献する果穀疏菜を耕種するために設置された察田であり，窪柴官旬地

は陵寝を維持するための竃場を建て，窪土を捜取し，柴薪を採樵し，甑瓦を焼

造するために用いられた土地であった仙）・一方，三陵禁地の存在はr風水」と

いう中国の伝統的な思想と密接な関わりがあった・r風水説」とは，山川，水

流の様子をみて，天地の二気が完全に調和する土地を選ぴ，都城，住宅，墳墓　　　　‘

などを築こうとする陰陽家の説である45）．各帝の墳墓は王朝の生気ともいうぺ

きr龍気」が最も興旺である地点に設けられなくてはならなかった．清朝は陵　　　　．

寝の尊厳を保ち，「寵気」の道筋である「寵脈」を防護するために，三陵の陵

寝を中心とする約十清里以内の土地における耕作，土石の採取，放牧，樹木の

伐採等を禁じた．これが三陵禁地であり，このうち可耕地は後に三陵饒地と呼

ばれた化〕．
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　民国初期に行われた天海謙三郎氏の調査によると，当時，撫順を中心に約1

万6千6百畝余りの三陵荘園地が存在した・また，藩陽県，撫順県にはそれぞ

れ2万4千畝余りの昭陵竃柴官旬地，3，200畝余りの福陵窪柴官旬地が設けら

れていた4ア）・また，上述のように，三陵の各陵寝の周辺一帯には広犬な面穣の

封禁地が設けられていた・例えぱ，福陵の禁地は東は興隆舗，西は毛軍屯，南

は三家子，北は長嶺子という各屯にまたがっていたという姻）．昭和7年版の陸

地測量都五万分の一地図によって確認すると，確かに陵寝から約5キロメート

ルはなれた地点にこれらの集落が位置している49〕．実に，10キロメートノレ四方

の土地が福陵禁地であったことになる．また，こうした三陵禁地に加え，長白

山につながる興京，柳河，通化県一帯にも永陵の「寵脈」を保謹するために，

永陵龍闇官山という広犬な封禁地が設けられていた50）．このように，三陵は単

に清朝皇帝の陵墓というだけでなく，広大な土地を伴っていた．

　三陵及ぴその付属地は摘朝皇室の「私産」であったが51），その実際の管理は

三陵所属の官兵の手に委ねられていた．溝末，三陵の守謹を統括していたのは，

三陵守護大臣であり，この職は興京副都統，盛京副都統によって兼務されてい

た．三陵の管理に直接携わっていたのが，各陵の総管，掌関防，四品官等の官

員であり，これらの官員が三陵所属の官兵や旗丁を統率していた．総管は各陵

の防謹査巡，掌関防は典礼や祭品に関する事務について責任を負っていた．ま

た，各陵の四品官（永陵の四品官は乾隆以前に廃せられ，掌防関がこれを兼務

していた）は耕作等の各種の差役に従事していた多数の千丁，及ぴ三陵付属耕

地の管理を佳務としていた52）。つまり，この四品官が主に三陵の経済を管理し

ていたと言えよう、

　こうした三陵の機構のなかで張家はどのような位置にいたのであろうか．秦

誠至はこの点でも興味深い事実を述ぺている．張椿の姉張桂は17歳で王書銘

という人物の一人、芭、子，王世旗と結婚した53）．『奉天通志』記載の光緒二十年

甲牛科の挙人のなかに，風鳳出身の漢軍正黄旗人王書銘という名前があるが，

これが王世旗の父であるかもしれない54）．秦誠至によれぱ，この王家というの

停三陵の四品官を代々世襲した家であった・上記のように，四品官は三陵の財
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政を統括した官兵であった．こうした王家と婚姻関係を結んだことを考えると，

撫順の張家も三陵に所属する漢軍旗人社会の申ではかなりの地位にあったので

あろう．張椿の父，張欽善が三陵の倉官をつとめていたことなども，張家が三

陵の経済管理に深く関わっていた可能性を窺わさせる．

　三陵が単に陵墓だけでなく，豊かな窟を生み出す広犬な土地から成づていた

とするならば，王家やあるいは張家といった有カな三陵所属官兵はこれらの土

地と実際にどのような関係にあったのであろうか．

　（2）三陵所属官兵と土地との関係

　三陵付属地のうち，陵墓設立当時より既に耕作地であったのは祭田である三

陵荘園だけであった．一方，磁瓦焼造用地であった窒柴官旬地r龍脈」保護

のための封禁地であった三陵禁地はともに本来の耕作地ではなかった．しかし，

これらの土地の開墾は清朝の時代から相当進んでいたようである・天海氏の調

養によると，すでに民国初頭までに三陵付属地のかなりの部分が三陵所属官兵

の領種佃耕する耕作地と化していたという55）。例えぱ，昭陵禁地の場合，昭陵

所属官兵による私墾（公許を得ない開墾）が光緒年間以前より大規模に行われ

ていた．本来，昭陵の防衛，管理に当たるぺき官兵がその地位を利用して禁地

の開墾を行い，その土地を事実上「占有」してしまっていたのである56）。

　他方，三陵所属官兵，旗丁の体位，官差の補助を名目として，三陵付属地の

開墾が公認されることもあった．一例を挙げれぱ，清朝は遺光八年（1828）に

昭陵窪柴官旬地（面稜は未詳），光緒四年（1878）’に福陵客柴官旬地三千余畝

の開墾を認め，これらの土地の「耕作権」を各陵所属千丁に賞給した57）．これ

ら千丁は規程の「租」を三陵に納める限り，その土地を自南に使用，収益，処

分することが出来たのである。天海氏はこうした三陵所属千丁の土地に対する

権利を，「其個権タノレヤ実二業主権二遜色ナキ広汎ナル内容ヲ有スル所ノー種

強大ナル世襲永佃権ナリ」と説明していゑ58）。

　ここに，溝末以降の奉天の土地間題を考えていくうえで・興味ある一つの問

題が存在する．つまり，三陵所属地は清朝皇室が「業主権」を留保した土地で

あった、しかし，三陵に所属した官兵，千丁等の一都は事実上これらの土地を
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「占有」し，また，その一部は「業主権」と較ぺても遜色のない公認の「永佃

権」を保持していたのである．こうした重層的な土地権利関係が存在した状況

のもとで，三陵の管理を統括した各陵の総管，掌関防，四品官等の官員が，そ

の権カを行使するなかで，自己の私的な権利を三陵付属地の上に確立していっ

たことは十分に想像できる．福陵所属の張家が広大な土地を有していたという

ことの背景には，こうした事情を考えてみる必要がある．

　さらに，辛亥革命後，清朝皇室のr私産」と考えられていた官荘地等をどの

ように処分するかという厄介な間題が生じてきた．このうち，三陵付属地の場

合について言えぱ，清朝皇室と三陵所属官兵等との間の土地権利関係を如何に

整理するかということが問題になった．民国政府は，原則的に，三陵付属地を

そのまま旧清朝皇室の「私産」である「皇産」として見なすことにした59）．清

朝皇室はこれらの土地から，従来通り，r租」を徴収する権利が認められたの

である．

　ただし，昭陵験地の場合を例外として60〕，三陵所属官兵，千丁が有した土地

に対する既得権はそのまま認められた61）．つまり，上述のようなr永価権」は

そのまま残されたのである．さらに，三陵所属官兵にはあらためて福陵と永陵

禁地内の未墾地のr永個権」が優先的に払い下げられた．規程のr押租銭」，

r租価」（いわゆる，「敷金」にあたる）を納めた三陵所属官兵は，毎年のr租」

を三陵に納める限り，払い下げをうけた土地を自由に使用，収益，処分するこ

とが許されのである62）．換言すれぱ，清朝皇室の三陵付属地に対する業主権は

留保されたものの，三陵所属官兵の土地に対する権利は一段と強化されたと言

えよう．清朝皇室が有したのは単に「収租権」のみであり，土地は事実上三陵

所属官兵の「占有」に帰したのである．各陵の総管，掌関防，四品官といったヨ

政治的にも，経済的にもカを有した官貝がこうしたr永個権」の払い下げに有

利に応じたであろうことは想像に難くない．三陵の経済的な管理に関わってい

たと考えられる張家が，「永佃権」の確認やその払い下げという機会を利用し

て，同家の旧三陵付属地に対する支配を拡大していった可能性は十分考えられ

る．こうした推測が正しいとするならぱ，当時，「土地を有す」ということの
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意味は，必ずしも土地の「業主権」の保有だけを指したわけではなかった可能

性がある．

　「永佃権」だけでなく，辛亥革命後には，清朝皇室の「私産」である土地の

r業主権」の払い下げも行われた．民国二年（1913），興京，柳河，通化県の有

カ者の講願により，永陵の龍脈を保謹していたと考えられていた永陵龍嵩官山

の封禁地のうち約一千数百方（1方は240畝）という広大な土地が民間に払い

下げられた63）．払い下げ価格は1方あたり240両から80両であった的．多額

のr地価」を支払うことの出来たこの地方の有カ者は，旧清朝皇室のr私産」

であった永陵寵闇官山の土地払い下げを受け，その地主としての地位を確かな

ものとしていったのである．張家がこの土地払い下げに如何に関わったかは明

らかでない．しかし，かつて清朝の封禁地が広く設けられていたこの興京，通

化一帝に張家の経済的基礎があったということを考えると，こうした清朝の封

禁地の処分と張家の土地支配の拡大とが無関係であったとは思えない．

　本節は，張家が代々三陵に所属した漢軍旗人であり，同家の支配した土地が

かつて清朝r私産」の拡がっていた地域に広く存在していたこセに着目した．

もし，ここで推論したように，張家の財産が清朝皇室の「私産」であった土地

の管理やその整理の過程で形成されてきたとするならぱ，そこには実に皮肉な

事実が存在した．つまり，考えようによっては，張椿の反清活動を支えていた

経済基盤とは，結局，清朝皇室の私的な財にその源が存在していたわけである．

結ぴに代えて

　　二十世紀初頭以降，奉天の地方社会では在地勢カの台頭が著しかった．そ

うした在地勢カの代表として，本稿は，奉天の反清運動指導者，張椿を輩出し

た撫順の張家について取り上げ，特に，同家の経済基盤について一つの推論を

行った．この張家は撫順，海龍，興京等に広大な土地を所有した犬地主として

知られていた．一方，清朝の時代，この地域一帯には三陵付属地をはじめとし

て，清朝皇室の「私産」とみなされた土地（いわゆる「皇産」）65）が拡がってい

た。張家はそうした清朝「皇産」の管理に深く関わっていたのである．本稿は，
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張家の土地支配の起源や拡大が，「皇産」の管理，及ぴ潜末以降のこうした「墓

産」の解体，処分と密接に関わっ‘ていた可能性について論じた．

　「皇産」をはじめとする旗地や官荘の問題と結ぴつけて．清末以降における奉

天の地主制の特徴をとらえていくことは，この地域の近代史を理解していくう

えで重要な意味を持つ・清末の奉天地方有カ者のなかに，なぜ趨爾巽，蓑金鎧，

呉慶溝，王玉泉といった漢軍旗人の身分を有する者が多かったのかという間題

を解く一つの鍵もここにあるかもしれない．本稿は，とりあえず，こうした興

味ある問題が奉天近代史研究のなかで残されていることを指摘したまでである．

この問題をより実証的に考察していくことを，筆者の今後の課題としたい．

　1）奉天在地勢カの台頭については，拙稿「奉天地方官僚集団の形成　一辛亥革命期
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